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一
　
問
題
の
所
在

㈠
　
研
究
の
背
景

　
わ
が
国
で
は
、
一
九
九
二
年
の
都
市
計
画
法
改
正
に
よ
り
、
都
市
の
将
来
像
と
都
市
づ
く
り
の
指
針
を
示
す
た
め
の
「
市
町
村
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
策
定
が
、
法
律
上
、
都
市
計
画
を
定
め
る
す
べ
て
の
市
町
村
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
住
民
を
含
め
た
多
様
な
ア
ク
タ
ー

が
そ
れ
を
理
解
し
て
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
の
創
意
工
夫
に
よ
る
都
市
計
画
決
定
や
そ
れ
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
合
意
形
成

の
円
滑
化
が
期
待
さ
れ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
住
民
が
主
体
的
に
行
う
都
市
計
画
の
指
針
と
し
て
、
市
、
住
民
、
そ
し
て
開
発
業
者
の
三

者
が
共
有
す
る
計
画
と
し
て
の
策
定
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
都
市
の
将
来
像
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
そ
の
実
現
に
向
け
た
都

市
計
画
の
協
働
が
謳
わ
れ
た
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
、
昨
今
の
わ
が
国
に
お
い
て
頻
発
し
て
い
る
数
々
の
都

市
開
発
紛
争
や
建
築
紛
争
（
五
十
嵐
・
小
川
、
二
〇
〇
六
）
を
み
る
と
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
託
さ
れ
た
本
来
の
役
割
が
発
揮
さ
れ

て
い
な
い
状
況
が
み
て
と
れ
る
。
そ
う
し
た
社
会
的
背
景
に
は
、
当
初
は
合
意
形
成
が
得
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
内
容
、
す
な
わ
ち
、
市
町
村
、
住
民
、
そ
し
て
開
発
業
者
の
描
く
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
像
の
間
に
乖
離
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
ガ

バ
ナ
ン（
1
）スの

失
敗
」（
新
川
、
二
〇
一
一
）
と
も
い
え
る
状
況
が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
市
民
が
、
情
報

を
共
有
し
、
対
等
な
発
言
を
通
し
て
議
論
し
、
民
主
的
に
決
定
す
る
と
い
っ
た
計
画
策
定
過
程
（planning process

）
へ
と
積
極
的
に
参

加
す
る
権
利
を
具
現
化
す
る
場
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
原
科
、
二
〇
〇
五
、
一
一
〜
四
〇
頁
）。
か
く
し
て
、
こ
う
し
た
観
点

か
ら
現
代
日
本
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
都
市
計
画
政
策
を
眺
め
て
み
る
こ
と
こ
そ
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
回
復
へ
の
端
緒
と
な
り
得
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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㈡
　
研
究
の
目
的

　
都
市
計
画
と
い
う
対
象
そ
れ
自
体
に
多
種
多
様
な
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
た
め
、
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野

が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
諸
々
の
論
点
を
提
示
し
て
き
た
（
曽
我
、
二
〇
〇
五
）。
工
学
、
経
済
学
、
さ
ら
に
法
学
的
な
視
点
が
、
そ
の
代

表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
都
市
計
画
を
実
際
に
運
用
す
る
政
治
家
や
公
務
員
の
行
動
は
い
か
な
る
も
の
か
を
論
ず
る
こ
と
と
な

る
政
治
学
、
行
政
学
的
な
研
究
に
関
し
て
は
、
そ
の
蓄
積
が
充
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
法
学
的
な
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
現
状
の
都

市
計
画
の
あ
り
方
や
制
度
に
対
す
る
批
判
を
加
え
る
議
論
が
多
々
散
見
さ
れ
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
日
本
の
都
市
計
画
の
実
相
を
充

分
に
説
明
し
き
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
文
の
目
的
は
、
上
述
の
問
題
意
識
の
も
と
、
経
験
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
計

量
分
析
を
通
し
て
、
日
本
の
都
市
計
画
の
現
状
を
公
共
政
策
論
の
立
場
か
ら
示
す
こ
と
に
あ
る
。
都
市
計
画
政
策
過
程
に
お
い
て
は
、
地

方
自
治
体
ご
と
の
社
会
経
済
環
境
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
要
因
、
な
か
で
も
住
民
と
地
方
議
会
と
が
都
市
計
画
の
あ
り
方
（
都
市
計
画
の

政
策
決
定
）
に
役
割
を
果
た
す
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
と
っ
て
の
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
り
得
て
い
る
の
か
ど
う
か
（
首
長
（
行
政
）
の
意
思

決
定
に
際
し
て
住
民
や
地
方
議
会
の
行
動
が
影
響
を
与
え
る
の
か
ど
う
か
）、
さ
ら
に
は
、
ア
ク
タ
ー
間
の
事
前
の
合
意
形
成
が
実
際
の

政
策
決
定
に
対
し
て
実
効
性
を
有
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
検
証
を
す
る
こ
と
が
本
論
文
の
主
眼
で
あ
る
。

二
　
概
念
の
整
理

㈠
　
都
市
基
本
計
画
の
位
置
づ
け

　
都
市
基
本
計
画
（M

aster Plan

）
は
、
都
市
計
画
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
す
べ
て
の
都
市
計
画
の
内
容
が
定
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め
ら
れ
、
実
現
さ
れ
る
。
ま
ず
、
都
市
計
画
に
関
連
す
る
上
位
・
関
連
計
画
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
が
、
上
位
計
画
と

は
、
都
市
計
画
を
検
討
す
る
際
に
与
件
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
関
連
計
画
と
は
、
必
要
に
応
じ
て
都
市
計
画
と
内
容
な
ど
の
調
整
を
お
こ

な
う
も
の
で
あ
る
。

　
都
市
基
本
計
画
の
場
合
、
都
市
よ
り
広
域
を
対
象
と
す
る
国
土
計
画
や
地
域
計
画
な
ど
を
上
位
計
画
と
し
、
自
然
保
全
や
農
業
な
ど
の

関
連
計
画
と
調
整
す
る
こ
と
と
な
る
。

㈡
　
上
位
計
画
の
内
容

　
わ
が
国
の
場
合
、
都
市
よ
り
広
域
の
地
域
に
か
ん
す
る
計
画
で
あ
っ
て
都
市
計
画
の
上
位
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、

五
種
類
が
挙
げ
ら
れ
、
各
々
が
関
連
法
規
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い（
2
）る。

地
方
や
大
都
市
圏
な
ど
の
地
域
計
画
や
都
道
府
県
計
画
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
市
町
村
が
策
定
す
る
「
都
市
基
本
構（
3
）想」
も
、
都
市
計
画
の
上
位
計
画
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
都
市
基
本
構
想
、
な
い
し
そ
れ
を
ま
と
め
た
市
町
村
総
合
計（
4
）画と

都
市
基
本
計
画
と
は
、
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
前
者
が
地
方
議
会
に
よ
る
承
認
を
必
要
と
し
て
市
町
村
の
全
域
に
か
ん
す
る
市
町
村
行
政
全
体
の
計
画
を
表
す
も

の
で
あ
る
一
方
、
後
者
は
、
都
市
計
画
区
域
全
体
を
中
心
と
し
て
都
市
計
画
の
内
容
を
表
し
、
地
方
議
会
に
は
報
告
の
み
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

㈢
　
都
市
基
本
計
画
の
内
容

1
　
概
　
要

　
わ
が
国
の
地
方
行
政
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
二
層
制
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
内
容
に
よ
っ
て
役
割
を
分
担
し
て
い
る
。
都

市
計
画
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
基
本
計
画
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
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の
方
針
（
以
下
、「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
と
よ（
5
）ぶ。）」
を
都
道
府
県
が
策
定
し
、
そ
れ
を
上
位
計
画
と
し
て
市
町
村
が
市
町
村
内

の
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
「
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
方
針
（
以
下
、「
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
と
よ（
6
）ぶ。）」
を
策
定
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
策
定
の
義
務
づ
け
が
そ
の
内
容
に
盛
り
込
ま
れ
た
都
市
計
画
法
の
改
正
ま
で
は
、
都
市
基
本

計
画
の
策
定
は
任
意
と
さ
れ
た
。
都
市
計
画
区
域
を
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
と
に
区
域
区
分
す
る
場
合
、
そ
の
都
市
計
画
区
域

に
つ
い
て
「
市
街
化
区
域
お
よ
び
市
街
化
調
整
区
域
の
整
備
、
開
発
ま
た
は
保
全
の
方
針
（
以
下
、「
整
・
開
・
保
」
と
よ
ぶ
。）」
が
策
定
さ

れ
て
地
方
議
会
の
議
決
の
も
と
に
合
意
形
成
が
図
ら
れ
（
加
藤
・
竹
内
、
二
〇
〇
四
、
六
〇
頁
）、
都
市
基
本
計
画
を
代
替
す
る
も
の
、
と
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
整
・
開
・
保
は
、
都
市
計
画
決
定
事
項
を
中
心
と
し
て
文
書
表
現
に
の
み
に
よ
る
形
式
的
な
記
述
に
と
ど
ま
り
、

都
市
基
本
計
画
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
っ
た
。

　
⑴
　
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　
二
〇
〇
〇
年
の
都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
っ
て
都
道
府
県
が
「
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
の
方
針
を
定
め
る
」
よ
う

に
規
定
さ
れ
、
こ
れ
を
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
概
ね
二
〇
年
後
の
都
市
の
姿
を
展
望
し
た
う

え
で
「
都
市
計
画
の
目
標
、
区
域
区
分
の
有
無
、
土
地
利
用
、
都
市
施
設
の
整
備
や
市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
方
針
」
な
ど
を
定
め
、

「
都
市
施
設
、
市
街
地
開
発
事
業
に
つ
い
て
は
、
優
先
的
に
概
ね
一
〇
年
以
内
に
整
備
す
る
」
も
の
を
目
標
と
し
て
示
し
て
い（
7
）る。

そ
の

内
容
は
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
社
会
的
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
、
関
連
部
局
と
調
整
の
う
え
、
都
市
計
画
の
目
標
と
し
て
定
め

て
い
る
。
な
お
、
第
一
次
計
画
は
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
に
策
定
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
計
画
内
容
に
つ
い
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
図
な
ど
に
よ
っ
て
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
⑵
　
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

　
一
九
九
二
年
の
都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
り
、
都
市
計
画
区
域
を
有
す
る
市
町
村
に
都
市
計
画
の
基
本
方
針
の
策
定
が
義
務
づ
け
ら
れ

た
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
初
め
て
導
入
さ
れ
た
都
市
基
本
計
画
で
あ
る
。
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
市
町
村
の
基
本
構
想
や
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都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
な
ど
に
即
し
、
市
町
村
が
「
創
意
工
夫
の
下
に
住
民
の
意
見
を
反
映
し
、
策
定
す
る
も
の
」
と
し
て

い（
8
）る。

　
ま
た
、
環
境
問
題
、
防
災
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、
景
観
の
保
全
お
よ
び
形
成
な
ど
に
つ
い
て
も
、
関
係
部
局
と
の
調
整
の
う
え
、
都
市
計

画
と
し
て
の
考
え
方
を
盛
り
込
む
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
住
民
に
最
も
身
近
な
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
公
聴
会
や
説
明
会
の
開
催
、
積
極
的
な
広
報
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
活
用
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
、
住
民
が
参
加
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
な
ど
が
そ
の
策
定
に
あ
た
っ
て
な
さ
れ
て
い（
9
）る。
す
な
わ
ち
、
市
町

村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
決
定
手
続
を
経
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
住
民
の
合
意
を
得
て
初
め
て
定
め
ら
れ

る
都
市
計
画
の
基
本
方
針
で
あ
り
、
そ
の
策
定
お
よ
び
決
定
、
そ
し
て
改
訂
の
方
法
は
、
市
町
村
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
住
民
の
参
加
と
合
意
の
も
と
に
策
定
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
10
（

る
。

　
な
お
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
作
業
は
、
一
九
九
三
年
よ
り
全
国
で
は
じ
め
ら
れ
て
お
り
、
一
〇
年
を
経
過
し
た
二
〇
〇
三

年
に
は
、
約
九
〇
〇
に
の
ぼ
る
市
町
村
が
こ
れ
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
初
期
に
策
定
し
た
市
町
村
で
は
、
そ
の
改
訂
の
う
ご
き
も
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

2
　
都
市
基
本
計
画
の
実
現
化

　
都
市
基
本
計
画
は
、
そ
の
都
市
の
将
来
の
目
標
像
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
方

自
治
体
に
は
、
都
市
計
画
を
策
定
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
法
律
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
が
有
力
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
担
）
11
（

う
（
川
上
、
二
〇
〇
八
、
六
一
〜
六
二
頁
）。

　
都
市
基
本
計
画
そ
の
も
の
は
、
法
的
な
実
行
力
を
と
も
な
わ
な
い
た
め
、
こ
れ
を
実
現
化
す
る
に
は
、
そ
の
内
容
の
一
部
を
、
条
例
を

含
め
た
法
定
計
画
に
移
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
都
市
計
画
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
が
分
担
し
て
お
こ
な
う
二
層
制
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
道
府
県
が
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都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
定
め
、
そ
れ
を
上
位
計
画
と
し
て
市
町
村
が
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
定
め
）
12
（
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
計
画
内
容
を
法
定
計
画
と
し
て
実
現
さ
せ
る
手
法
と
し
て
は
、
都
道
府
県
が
主
と
し
て
区
域
区
分
や
大
規
模
な
市
街
地
開
発
事
業

な
ど
を
、
市
町
村
が
地
域
地
区
、
地
区
計
画
、
特
別
用
途
地
区
な
ど
を
定
め
る
よ
う
な
二
段
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
用
途
地

域
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
の
連
動
が
図
ら
れ
た
う
え
、
三
大
都
市
圏
や
政
令
指

定
都
市
の
も
の
は
都
道
府
県
が
定
め
、
そ
の
他
の
も
の
に
限
っ
て
は
市
町
村
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
都
市
計
画
法
だ
け

で
は
、
都
市
お
よ
び
環
境
な
ど
の
す
べ
て
を
網
羅
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
建
築
基
準
法
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
計
画
の
関
連
法
規

が
そ
の
実
現
化
に
供
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
実
施
段
階
へ
と
移
行
さ
れ
た
諸
事
業
の
進
捗
状
況
を
、
つ
ね
に
把
握
す
る
よ
う
な
計
画
管
理
シ
ス
テ

ム
も
、
都
市
計
画
の
内
容
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
環
境
保
全
や
防
災
計
画
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る

要
素
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
適
正
な
開
発
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
、
ま
た
必
要
不
可
欠
な
事
業
が
経
済
状
況
に

よ
っ
て
遅
延
す
る
よ
う
な
こ
と
を
極
力
避
け
る
た
め
の
開
発
支
援
シ
ス
テ
ム
な
ど
を
構
築
し
て
お
く
こ
と
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
観
点
か

ら
も
、
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
）
13
（
か
。

三
　
先
行
研
究
と
理
論
モ
デ
ル

㈠
　
都
市
計
画
政
策
研
究
の
検
討

　
都
市
計
画
の
分
野
に
お
い
て
社
会
科
学
の
立
場
か
ら
初
め
て
そ
の
政
治
過
程
に
対
す
る
実
証
的
な
分
析
が
行
わ
れ
た
試
み
と
し
て
は
、

北
原
（
一
九
九
八
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
計
画
行
政
過
程
の
行
動
分
析
、
具
体
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
線
引
）
14
（
き
」
お
よ
び
区
画
整
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理
事
業
に
対
す
る
計
画
内
容
別
の
実
証
分
析
や
旧
建
設
省
の
行
動
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
の
都
市
計
画
を
「
行
政
手
続
き
重
視
の
市
場

型
）
15
（

」
と
特
徴
づ
け
た
う
え
、
そ
の
長
短
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
16
（

る
。
こ
う
し
た
政
治
学
の
視
点
か
ら
は
、
都
市
計
画
制
度
の
実
際
の
運
用
は

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
の
政
治
過
程
の
産
物
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
計
画
政
策
の
担
い
手
で
あ
る
行
政
職
員
が
そ

れ
を
望
ん
で
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
元
的
な
政
治
過
程
が
社
会
の
多
様
な
利
害
に
よ
る
圧
力
の
産
物
と
し
て
の
都
市
計
画
を
具

現
化
し
て
い
る
と
い
う
モ
デ
ル
が
導
出
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
曽
我
（
二
〇
〇
五
）
は
、
四
七
都
道
府
県
の
過
去
二
八
年
間
の
都
市
計
画
区
域
お
よ
び
用
途
地
域
指
定
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を

計
量
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
都
市
計
画
の
実
態
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
き
た

い
く
つ
か
の
仮
説
に
対
す
る
経
験
的
な
検
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
社
会
経
済
環
境
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
政
治
的
な
選
択

の
所
産
と
し
て
日
本
の
都
市
計
画
政
策
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
仮
説
が
支
持
さ
れ
て
い
）
17
（

る
。

　
以
上
が
、
わ
が
国
の
都
市
計
画
政
策
に
つ
き
、
政
治
学
、
行
政
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
先
行
研
究
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
日
本
の
都
市
計
画
に
お
け
る
政
治
的
、
行
政
的
要
因
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
の
政
治
・
社
会
経
済

環
境
を
包
括
的
に
視
座
に
採
り
入
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
本
論
文
が
先
行
研
究
と
立
場
を
同
じ
く
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
に
対
す
る
本
論
文
の
独
自
性
は
、
地
方
自
治
の
一
翼
を
担
う
住
民
に
最
も
身
近
な
地
方
行
政
の
分

析
単
位
と
し
て
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
を
対
象
と
し
て
採
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
験
的
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
全
国
的
な
都
市
計
画
政

策
の
実
態
の
把
握
を
試
み
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。

㈡
　
理
論
モ
デ
ル
の
設
定

　
今
日
の
ア
メ
リ
カ
都
市
政
治
分
析
、
地
方
ガ
バ
ナ
ン
ス
分
析
に
お
け
る
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
広
く
採
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
「
ア
ー
バ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
論
（urban regim

e theory

）」
が
あ
る
（Im

broscio, 2003

）。
こ
れ
は
、
一
九
六
〇
年
代
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の
多
元
主
義
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
権
力
構
造
論
（D

ahl, 1961; H
unter, 1953

）
を
そ
の
理
論
的

源
流
と
し
、
地
方
の
政
策
形
成
を
枠
づ
け
る
一
つ
の
勢
力
と
し
て
都
市
政
治
は
ほ
と
ん
ど
関

係
を
も
た
な
い
と
断
ず
るPeterson

（1981

）
に
よ
る
「
経
済
決
定
論
（econom

ic 

determ
inism

）」
を
批
判
し
、
都
市
の
相
対
的
自
律
性
を
重
視
し
た
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

都
市
内
部
に
お
け
る
政
治
過
程
や
政
治
力
学
に
重
点
が
お
か
れ
、
と
り
わ
け
、
財
界
、
労
働

組
合
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
あ
る
い
は
市
民
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
公
式
、
非
公
式
な
組
織
や
団

体
の
影
響
力
と
当
該
自
治
体
の
官
僚
が
相
互
交
渉
を
繰
り
広
げ
る
際
の
勢
力
地
図
を
「
レ

ジ
ー
ム
（regim

e

）」
と
称
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お
い
て
い
か
な
る
レ

ジ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
し
て
の
都
市
の
政
策
選
択
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
モ
デ
ル
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
（Stone, 1989

）。
ア
ー
バ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

論
は
、
ア
メ
リ
カ
都
市
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
理
論
モ
デ
ル
で
あ
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
政

府
の
役
割
を
示
し
て
も
い
る
が
、
そ
の
理
論
的
課
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
も
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ア
メ
リ
カ
都
市
に
典
型
的
な
価
値
や
規
範
、
実
践
を
越
え
て
レ
ジ
ー
ム
の
特
性
が
他
の

国
や
地
域
に
お
け
る
文
脈
に
も
敷
衍
さ
れ
う
る
の
か
と
い
っ
た
批
判
（M

ossberger, 2001,  

p. 814; Pierre, 2005, pp. 447 -448

）
が
あ
り
、
さ
ら
な
る
精
緻
化
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る

（
本
多
、
二
〇
〇
八
・
小
松
、
二
〇
〇
六
）。

　
さ
て
、
上
述
の
ア
ー
バ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
論
に
則
り
、
本
論
文
の
理
論
モ
デ
ル
を
示
し
た
も

の
が
上
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
要
因
が
地
方
自
治
体
の
政
策
過
程
に
影
響
を
あ
た

え
る
の
か
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
要
因
に
は
、「
社
会
経
済
環

社会経済環境

政治状況 政策決定

都市内部環境

図　�都市を取り巻く社会経済環境と都市内部の政治状況とが地方自治体の政策過
程におよぼす影響を考慮した理論モデル
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境
」
と
「
政
治
状
況
」
の
大
き
く
い
っ
て
二
つ
を
考
慮
し
た
。
社
会
経
済
環
境
は
、
た
と
え
ば
、
少
子
・
高
齢
化
や
人
口
変
動
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。
一
方
、
政
治
状
況
と
い
う
の
は
、
首
長
、
地
方
議
会
、
住
民
、
開
発
業
者
な
ど
の
政
治
的
行
動
を
表
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
本
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
住
民
の
参
加
行
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
計
画
策
定
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
　
仮
説
の
提
示

㈠
　
理
論
仮
説

　
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
議
論
を
ま
と
め
、
ア
ー
バ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
論
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
本
論
文
が
検
証
し
た

い
理
論
仮
説
を
示
す
と
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

　 【
理
論
仮
説
】
地
方
自
治
体
に
お
け
る
都
市
計
画
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
各
々
の
社
会
経
済
環
境
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
（
首

長
、
議
会
、
住
民
な
ど
）
が
与
え
る
影
響
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

㈡
　
作
業
仮
説

　
上
掲
の
理
論
仮
説
に
つ
い
て
、
よ
り
検
証
可
能
な
か
た
ち
で
以
下
に
作
業
仮
説
と
し
て
示
す
。
な
お
、
政
治
要
因
に
関
す
る
作
業
仮
説

（【
政
１
〜
７
】）
の
構
築
の
際
に
は
、
伊
藤
（
二
〇
〇
二
）、
河
村
（
一
九
九
八
）、
曽
我
（
二
〇
〇
五
）、
曽
我
・
待
鳥
（
二
〇
〇
七
）
等
を
参

考
と
し
た
。
ま
た
、
社
会
経
済
要
因
（【
経
１
〜
５
】）
に
つ
い
て
は
、
飽
戸
・
佐
藤
（
一
九
八
六
）、Knoke

（1982

）、Reed

（1986

）
等

を
参
照
し
た
う
え
で
考
慮
し
た
。
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【
政
１
】
市
長
の
党
派
性
は
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
に
影
響
を
与
え
な
い
。

【
政
２
】
市
長
の
前
職
が
地
方
政
治
家
あ
る
い
は
地
方
官
僚
で
あ
る
と
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
抑
制
さ
れ
る
。

【
政
３
】
市
長
の
当
選
回
数
が
多
い
ほ
ど
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
抑
制
さ
れ
る
。

【
政
４
】
市
長
の
選
挙
年
で
あ
れ
ば
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
政
５
】
市
議
会
の
党
派
構
成
は
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
に
影
響
を
与
え
な
い
。

【
政
６
】
市
議
会
の
選
挙
年
で
あ
れ
ば
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
政
７
】
ア
ク
タ
ー
間
で
の
事
前
の
合
意
形
成
が
な
さ
れ
て
い
る
市
に
お
い
て
は
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
経
１
】
市
の
自
治
体
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
経
２
】
都
市
化
が
進
ん
だ
市
ほ
ど
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
経
３
】
市
民
が
経
済
的
に
豊
か
な
市
ほ
ど
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
経
４
】
中
央
政
府
に
対
す
る
財
政
の
自
律
性
が
高
い
市
ほ
ど
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

【
経
５
】
財
政
に
ゆ
と
り
の
あ
る
市
ほ
ど
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
促
進
さ
れ
る
。

五
　
統
計
分
析
に
よ
る
検
証

㈠
　
変
数
の
設
定

1
　
従
属
変
数

　
都
市
計
画
の
策
定
と
い
う
政
策
帰
結
に
対
す
る
住
民
に
よ
る
参
加
行
動
を
表
す
指
標
と
し
て
、「
住
民
発
意
の
都
市
計
画
提
案
の
成
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否
」
を
用
い
る
。
近
年
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
関
心
の
高
ま
り
や
地
域
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
取
り
組
み
が
多
数
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
住
民
等
の
都
市
計
画
に
対
す
る
能
動
的
な
参
加
を
促
進
す
る
目
的
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
七
月
の

都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
っ
て
土
地
所
有
者
や
ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
を
対
象
と
し
た
都
市
計
画
提
案
制
）
18
（
度
が
創
設
さ
れ
た
。
従
来
の
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
実
現
方
策
で
あ
っ
た
地
区
整
備
計
画
要
請
制
度
や
地
区
計
画
申
出
制
度
と
比
し
て
も
、
提
案
対
象
地
域
や
提
案
可
能
な

都
市
計
画
の
範
囲
が
広
範
と
な
っ
）
19
（

た
。
面
積
要
件
な
ど
、
条
例
に
よ
る
緩
和
が
可
能
で
あ
り
、
よ
り
き
め
の
細
か
い
地
区
単
位
で
の
運
用

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
限
定
条
件
の
少
な
さ
ゆ
え
、
住
民
等
の
能
動
的
な
参
加
を
促
す
動
き
が
一
層
加
速
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
反
面
、
条
例
に
よ
る
要
件
緩
和
の
可
能
性
か
ら
、
自
治
体
独
自
の
運
用
の
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
経
済
効
果
を
企
図
し
た
事

業
者
や
開
発
業
者
に
都
合
の
良
い
提
案
が
採
択
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
も
制
度
初
期
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
松

本
・
越
澤
、
二
〇
〇
六
）。

　
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
全
国
の
政
令
指
定
都
市
、
中
核
市
、
特
例
市
の
う
ち
九
九
市
の
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度
ま
で

の
住
民
発
意
の
都
市
計
画
提
案
の
成
否
を
従
属
変
数
と
し
て
設
定
す
る
。
提
案
が
採
択
さ
れ
）
20
（

た
場
合
を
１
、
提
案
が
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
提
案
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
０
と
す
る
二
値
の
ダ
ミ
ー
変
数
を
作
成
し
た
（
国
土
交
通
省
、
二
〇
一
一
）。

2
　
独
立
変
数

　
統
計
分
析
の
際
に
分
析
モ
デ
ル
に
投
入
す
る
独
立
変
数
（
共
変
量
）
の
指
標
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
作
業
仮
説
に

対
応
さ
せ
て
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
述
統
計
量
は
、
表
１
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
政
治
的
な
意
思
決
定
の

効
果
お
よ
び
経
済
現
象
の
効
果
を
考
慮
し
て
、
従
属
変
数
の
一
年
度
前
時
点
の
ラ
グ
を
と
っ
た
デ
ー
タ
を
独
立
変
数
と
し
て
用
い
た
。

【
政
１
（
市
長
党
派
性
）】
市
長
選
挙
に
際
し
て
社
民
党
、
共
産
党
が
公
認
、
推
薦
、
あ
る
い
は
支
持
し
た
革
新
系
市
長
を
１
、
そ
れ
以

外
を
０
と
し
た
（
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
八
）。
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【
政
２
（
市
長
前
職
）】
市
長
の
前
職
が
地
方
政
治
家
あ
る
い
は
地
方
官
僚
で
あ
る
場
合

を
１
、
そ
れ
以
外
を
０
と
し
た
（
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
八
）。

【
政
３
（
市
長
当
選
回
数
）】
市
長
の
当
選
回
数
そ
の
も
の
を
コ
ー
ド
化
し
た
（
地
方
自
治

総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
八
）。

【
政
４
（
市
長
選
挙
年
）】
市
長
の
選
挙
年
の
場
合
を
１
、
そ
れ
以
外
を
０
と
し
た
（
地

方
自
治
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
八
）。

【
政
５
（
市
議
会
党
派
構
成
）】
市
議
会
に
お
け
る
革
新
政
党
（
社
民
・
共
産
党
）
議
員
数

を
総
議
員
数
（
議
会
定
数
）
に
よ
っ
て
除
し
て
一
〇
〇
を
乗
じ
た
（
地
方
自
治
総
合
研
究

所
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
八
）。

【
政
６
（
市
議
会
選
挙
年
）】
市
議
会
の
選
挙
年
の
場
合
を
１
、
そ
れ
以
外
を
０
と
し
た

（
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
八
）。

【
政
７
（
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
有
無
）】
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
が
策
定
済
み
で

あ
る
場
合
を
１
、
未
策
定
で
あ
る
場
合
を
０
と
し
た
（
国
土
交
通
省
、
二
〇
一
一
）。

【
経
１
（
都
市
規
模
）】
政
令
市
を
４
、
中
核
市
を
３
、
特
例
市
を
２
、
一
般
市
を
１
と

し
た
（
総
務
省
、「
地
方
公
共
団
体
の
区
分
」）。

【
経
２
（
都
市
化
度
）】
人
口
集
中
地
）
21
（
区
に
お
け
る
人
口
数
を
総
人
口
数
に
よ
っ
て
除
し

て
一
〇
〇
を
乗
じ
た
（
日
経
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
）。

【
経
３
（
経
済
的
豊
か
さ
）】
課
税
対
象
市
民
所
得
額
を
総
人
口
数
に
よ
っ
て
除
し
て
一

〇
〇
を
乗
じ
た
（
日
経
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
）。

表１　変数の記述統計量

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差

イベント（従属変数）
経過年度
市長党派性
市長当選回数
市議会党派構成
市議会選挙年
市町村MP
都市化度
経済的豊かさ
財政依存度

792
792
792
792
792
792
792
792
792
792

0
1
0
1

2.1277
0
0

33.3735
.8683
7.4000

1
7
1
8

30.5556
1
1

100.0000
2.0101
34.4000

.05
3.19
0.44
2.09

14.024743
.23
.09

79.304344
1.414696
16.331275

.222
1.536
.920
1.231

5.8567792
.418
.280

16.7511772
.2430875
3.8333391
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表２　モデル１（都市規模）

B S. E. Wald d. f. Prob. Exp(B)

定数
経過年度
市長党派性
市長当選回数
市議会党派構成
市議会選挙年
MPの有無
都市規模

－2.907
.425
1.121
.192

－7.127
1.149
－.723
.020

.201

.159

.301

.202
1.368
.449
.857
.019

208.383
7.136
13.856
.904

27.121
6.553
.712
9.002

1
1
1
1
1
1
1
1

***
**
***

***
**

***

.055
1.529
3.067
1.212
.001

3.154
.485

1.113

－2 Log Likelihood 
Cox & Snell R-Sq 
Nagelkerke R-Sq

157.485
.090
.268

Note. N＝ 792.
＋ p < .01、* p < .05、** p < .01、*** p < .001（以下、表 3 〜 6 についても同じ。）

表３　モデル２（都市化度）

B S. E. Wald d. f. Prob. Exp(B)

定数
経過年度
市長党派性
市長当選回数
市議会党派構成
市議会選挙年
MPの有無
都市化度

－2.907
.423
.598
.213

－7.236
1.162

－1.109
.049

.201

.156

.467

.204
1.590
.444
.843
.017

208.383
7.367
1.643
1.091
20.719
6.837
1.733
8.063

1
1
1
1
1
1
1
1

***
**

***
**

**

.055
1.526
1.819
1.237
.001

3.195
.330

1.050

－2 Log Likelihood 
Cox & Snell R-Sq 
Nagelkerke R-Sq

164.723
.076
.228
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表４　モデル３（経済的豊かさ）

B S. E. Wald d. f. Prob. Exp(B)

定数
経過年度
市長党派性
市長当選回数
市議会党派構成
市議会選挙年
MPの有無
経済的豊かさ

－2.907
.410
.517
.203

－.048
1.128

－1.136
－7.177

.201

.153

.462

.201

.043

.443

.872
1.633

208.383
7.207
1.250
1.020
1.266
6.472
1.698
19.320

1
1
1
1
1
1
1
1

***
**

*

***

.055
1.506
1.677
1.225
.953

3.090
.321
.001

－2 Log Likelihood 
Cox & Snell R-Sq 
Nagelkerke R-Sq

167.796
.071
.211

表５　モデル４（財政依存度）

B S. E. Wald d. f. Prob. Exp(B)

定数
経過年度
市長党派性
市長当選回数
市議会党派構成
市議会選挙年
MPの有無
財政依存度

－2.907
.479
.445
.159

－3.738
1.112
－.877
－.033

.201

.156

.459

.195
1.019
.438
.833
.035

208.383
9.363
.941
.668

13.466
6.437
1.110
.885

1
1
1
1
1
1
1
1

***
**

***
*

.055
1.614
1.561
1.172
.024

3.041
.416
.968

－2 Log Likelihood 
Cox & Snell R-Sq 
Nagelkerke R-Sq

173.475
.060
.179
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【
経
４
（
財
政
依
存
度
）】
地
方
交
付
税
交
付
金
額
を
歳
入
総
額
に
よ
っ
て
除
し
て

一
〇
〇
を
乗
じ
た
（
日
経
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
）。

【
経
５
（
財
政
逼
迫
度
）】
公
債
費
負
担
比
率
を
用
い
）
22
（
た
（
日
経
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
）。

㈡
　
検
証
の
方
法
と
結
果

　
統
計
モ
デ
ル
の
推
計
方
法
と
し
て
は
、
従
属
変
数
が
離
散
か
つ
打
ち
切
り
デ
ー
タ

で
あ
る
た
め
、
離
散
時
間
ロ
ジ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
分

析
（
生
存
分
析
）
を
採
用
し
た
。
そ
の
分
析
結
果
は
、
表
２
か
ら
表
６
に
示
す
通
り

で
あ
）
23
（

る
。
ま
た
、
社
会
経
済
環
境
を
示
す
変
数
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
独
立
変
数

の
相
関
を
と
っ
た
結
果
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
多
重
共
線
性
の
問
題
か
ら
、
五
つ
の

変
数
を
互
い
に
排
除
し
た
五
つ
の
モ
デ
ル
を
用
い
て
分
析
を
行
っ
）
24
（

た
。
な
お
、
統
計

ソ
フ
ト
は
、SPSS Statistics 20

を
用
い
た
。

六
　
考
　
察

㈠
　
制
度
制
定
か
ら
の
経
過
年
度

　
全
般
的
に
、「
経
過
年
度
」
を
み
る
と
、
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
も
一
％
水

準
で
有
意
な
結
果
が
得
ら
れ
た
（
モ
デ
ル
５
に
つ
い
て
は
、
〇
・
一
％
水
準
で
有
意
で

表６　モデル５（財政逼迫度）

B S. E. Wald d. f. Prob. Exp(B)

定数
経過年度
市長党派性
市長当選回数
市議会党派構成
市議会選挙年
MPの有無
財政逼迫度

－2.907
.531
.473
.225

－6.844
1.188
－.806
.157

.201

.163

.462

.197
1.381
.446
.833
.050

208.383
10.651
1.050
1.308
24.573
7.113
.934
9.814

1
1
1
1
1
1
1
1

***
***

***
**

**

.055
1.700
1.605
1.252
.001

3.281
.447

1.171

－2 Log Likelihood 
Cox & Snell R-Sq 
Nagelkerke R-Sq

165.242
.075
.225
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あ
っ
た
。）。
ま
た
、
係
数
が
正
の
値
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
都
市
計
画
提
案
制
度
が
導
入
さ
れ
て
一
定
の
年
数
が
経
過
す
る
に
つ

れ
て
、
地
域
住
民
へ
の
制
度
の
周
知
度
や
浸
透
度
が
一
層
増
加
し
、
住
民
発
意
の
都
市
計
画
提
案
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

㈡
　
社
会
経
済
環
境

　
つ
ぎ
に
、
社
会
経
済
環
境
を
示
す
変
数
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
財
政
依
存
度
」
を
除
く
す
べ
て
が
統
計
的
に
有
意
で
あ
っ
た
（「
都
市

規
模
」
お
よ
び
「
経
済
的
豊
か
さ
」
が
〇
・
一
％
水
準
、「
都
市
化
度
」
お
よ
び
「
財
政
逼
迫
度
」
が
一
％
水
準
で
有
意
な
結
果
が
得
ら
れ
た
）。

　
都
市
規
模
と
都
市
化
度
に
つ
い
て
は
、
正
の
方
向
に
有
意
で
あ
り
、
自
治
体
規
模
（Knoke, 1982

）
や
都
市
集
積
度
（
飽
戸
・
佐
藤
、
一

九
八
六
）
が
大
き
い
ほ
ど
政
策
決
定
が
促
進
さ
れ
る
と
す
る
先
行
研
究
が
示
し
て
い
る
結
果
と
一
致
し
た
（【
経
１
】
お
よ
び
【
経
２
】
は
支

持
さ
れ
た
。）。

　
一
方
、
経
済
的
豊
か
さ
に
関
し
て
は
、
予
想
と
反
し
て
負
の
方
向
に
働
く
結
果
と
な
り
、【
経
３
】
は
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
市
民
の

生
産
力
の
高
さ
が
政
策
決
定
へ
と
向
か
わ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
経
済
的
な
ゆ
と
り
が
行
政
の
意
思
決
定
に
対
す
る
信
頼
の
増
加

と
政
策
過
程
へ
の
参
加
意
欲
の
減
少
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
地
方
自
治
体
の
財
政
状
況
に
関
す
る
変
数
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
財
政
逼
迫
度
が
正
の
方
向
に
有
意
で
あ
り
、
財
政
的
余

剰
が
大
き
い
ほ
ど
政
策
決
定
が
促
進
さ
れ
る
と
す
る
先
行
研
究
の
知
見
（Reed, 1986

）
に
反
す
る
結
果
と
な
っ
た
（【
経
５
】
は
支
持
さ
れ

な
か
っ
た
。）。
高
度
経
済
成
長
期
の
財
政
と
異
な
り
、
財
政
の
逼
迫
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
行
政
が
住
民
発
意
の
都
市
計

画
提
案
の
採
択
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
で
多
様
な
特
色
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
拍
車
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
開
発
行

為
を
促
す
都
市
計
画
と
も
な
れ
ば
、
や
は
り
財
政
規
律
の
堅
持
を
通
し
て
財
政
の
効
率
性
を
鑑
み
る
必
要
性
も
考
慮
さ
れ
る
。
第
二
に
、

有
意
な
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
財
政
依
存
度
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
に
対
す
る
財
政
の
自
律
性
が
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
に
与

え
る
影
響
、
具
体
的
に
は
、
財
政
の
自
律
性
が
高
い
、
つ
ま
り
、
財
源
面
に
お
け
る
中
央
政
府
へ
の
依
存
度
が
低
い
市
ほ
ど
、
国
と
は
か
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か
わ
り
な
く
独
自
の
計
画
策
定
に
取
り
組
む
こ
と
を
立
証
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
仮
説
（【
経
４
】）
の
真
偽
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
財
政
の
自
律
性
が
、
有
意
に
働
か
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
住
民
参
加
を
通
し
た
政
策
決
定
の
成
否
に
対
し
て
説
明
力
を
持
た

な
い
こ
と
を
逆
に
捉
え
れ
ば
、
中
央
・
地
方
政
府
間
の
権
限
移
譲
の
問
題
に
重
点
を
置
く
法
制
度
的
な
観
点
か
ら
の
都
市
計
画
政
策
の
分

析
は
妥
当
で
は
な
く
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
都
市
計
画
の
実
態
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
と
す
る
本
論
文
の
批
判
も
、
受
け
入
れ
ら
れ
る

余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
一
概
に
財
政
と
は
い
っ
て
も
、
都
市
計
画
政
策
分
野
に
お
い
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
支
援
な

ど
の
国
が
関
与
す
る
事
業
も
含
ま
れ
て
お
り
、
歳
入
の
目
的
や
性
質
等
を
精
緻
化
し
て
分
析
に
臨
む
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
。

㈢
　
政
治
状
況

　
最
後
に
、
政
治
状
況
を
表
す
変
数
に
つ
い
て
は
、「
市
長
党
派
性
」（
モ
デ
ル
１
で
〇
・
一
％
水
準
）、「
市
議
会
党
派
構
成
」（
モ
デ
ル
３
を

除
い
て
す
べ
て
〇
・
一
％
水
準
）、「
市
議
会
選
挙
年
」（
モ
デ
ル
１
、
２
、
そ
し
て
５
で
一
％
水
準
、
モ
デ
ル
３
お
よ
び
４
で
五
％
水
準
）
が
統
計
的

に
有
意
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
市
長
当
選
回
数
」
と
「
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
有
無
」
に
関
し
て
は
、
有
意
な
結
果
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

　
第
一
に
、
市
長
要
因
で
あ
る
が
、
市
長
前
職
、
市
長
当
選
回
数
、
そ
し
て
市
長
選
挙
年
に
関
し
て
は
、
仮
説
（【
経
２
〜
４
】）
を
検
証

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
当
選
回
数
が
増
え
る
ほ
ど
首
長
の
影
響
力
が
高
ま
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
も
の
（
梁
、
一
九
九
一
）
と
、
多
選
に
よ
る
影
響
力
と
現
状
維
持
の
傾
向
が
打
ち
消
し
あ
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
（
伊
藤
、
二

〇
〇
二
）
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
分
析
か
ら
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
住

民
の
参
加
行
動
を
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
首
長
に
と
っ
て
の
、
い
わ
ば
選
挙
公
約
の
よ
う
に
は
な
り
得
て
い
な
い
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
市
長
党
派
性
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
に
よ
る
政
策
の
先
導
を
首
長
の
革
新
性
と
結
び
つ
け
た
議
論
（
中
西
、
一
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九
九
七
）
が
あ
る
一
方
、
近
年
は
選
挙
時
に
ど
の
政
党
の
支
持
も
受
け
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
無
党
派
」
が
広
が
る
傾
向
に
あ
り
、
党
派
性

の
影
響
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
に
影
響
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
予
想
し
た
（【
政
１
】）。
し

か
し
、
モ
デ
ル
１
で
正
の
方
向
に
有
意
に
働
い
た
こ
と
に
よ
り
、
仮
説
は
一
部
不
支
持
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
革
新
系
市
長
で
あ
る
ほ
ど
、

住
民
参
加
の
成
果
を
行
政
に
よ
る
意
思
決
定
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
て
と
れ
る
。

　
第
二
に
、
市
議
会
要
因
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
変
数
に
つ
い
て
も
全
般
的
に
有
意
な
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
市
議
会
党
派
構
成

に
関
す
る
変
数
は
、
モ
デ
ル
３
を
除
い
て
す
べ
て
負
の
方
向
に
有
意
に
働
き
、
仮
説
（【
政
５
】）
に
お
け
る
予
想
と
大
方
反
す
る
結
果
が

得
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
仮
説
は
一
部
支
持
に
留
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
都
市
計
画
提
案
の
採
否
の
判
断
主
体
は
行
政
で
あ
り
、
決
定
に
際
し

て
は
市
議
会
の
議
決
を
要
し
な
い
こ
と
か
ら
、
議
会
内
党
派
の
勢
力
比
に
よ
っ
て
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
が
影
響
を
受
け
る
と
は
い

い
が
た
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
制
度
上
の
議
論
に
す
ぎ
ず
、
地
方
議
会
の
影
響
は
重
要
で
あ
っ
て
与
党
が
多
数
を
占
め
る
か
否
か
で
政
策
形

成
の
結
果
が
変
化
す
る
こ
と
を
示
す
先
行
研
究
（
小
林
他
、
一
九
八
七
）
と
も
立
場
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
都
市

計
画
に
か
か
わ
る
政
策
は
、
公
共
事
業
や
土
木
事
業
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
側
面
を
多
分
に
有
す
る
半
面
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
や

環
境
・
景
観
の
保
護
や
保
全
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
か
ら
も
、
地
方
議
会
が
政
策
決
定
の
あ
り

方
に
神
経
質
に
な
る
こ
と
は
多
分
に
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
革
新
系
市
議
会
で
あ
る
ほ
ど
都
市
計
画
提
案
が
採
択
さ
れ
に
く
い
こ
と
か
ら

も
、
革
新
系
市
長
の
開
発
意
向
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
市
議
会
選
挙
年
に
つ
い
て
は
、
す
べ

て
の
モ
デ
ル
で
正
の
方
向
に
有
意
な
結
果
が
得
ら
れ
た
（【
政
６
】
は
支
持
さ
れ
た
）。
地
元
の
支
持
基
盤
を
固
め
た
い
地
方
政
治
家
は
、
住

民
の
意
向
を
踏
ま
え
た
政
策
決
定
を
促
す
こ
と
が
自
ら
の
集
票
に
有
利
に
機
能
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
観
点

は
、「
政
治
的
景
気
循
環
論
」（N

ordhaus, 1975

）
あ
る
い
は
「
ポ
ー
ク
・
バ
レ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
論
」（Ferejohn, 1974

）
の
議
論
と

も
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
第
三
に
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
規
範
性
を
示
す
変
数
を
投
入
し
た
結
果
、
統
計
的
に
有
意
な
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
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た
。
し
た
が
っ
て
、
仮
説
（【
政
７
】）
の
真
偽
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
都
市
計
画
提

案
の
採
否
に
有
意
に
働
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
実
際
の
計
画
策
定
の
際
に
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
役
割
が
機
能
し
て
い
な
い

可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

㈣
　
総
　
括

　
以
上
の
よ
う
に
、
今
後
も
継
続
し
て
検
討
を
要
す
る
課
題
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
も
の
の
、
理
論
仮
説
は
概
ね
支
持
さ
れ
た
、
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
体
の
都
市
計
画
政
策
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
政
治
的
、
社
会
経
済
的
環
境
に
左
右
さ
れ
、
な
か

で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
地
方
議
会
の
役
割
で
あ
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
、
ア
ク
タ
ー
間
で
の
事
前
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
拘
束
力
が
住
民
の
参
画
を
伴
っ
た
政
策

決
定
を
促
す
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
住
民
の
役
割
を
い
か
に
活
用
す
る
か
が
政
策

的
含
意
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。

七
　
結
　
論

　
本
論
文
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
実
態
が
充
分
に
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
都
市
計
画
政
策
を
、
公
共
政
策

論
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
統
計
的
な
研
究
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
環
境
、
社
会
経
済
環
境
の
そ
れ

ぞ
れ
が
、
住
民
参
加
に
よ
る
計
画
策
定
の
成
否
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
都
市
計
画
政
策
過
程
に
お
い
て
、
地

方
自
治
体
ご
と
の
社
会
経
済
環
境
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
要
因
、
な
か
で
も
首
長
と
地
方
議
会
と
が
都
市
計
画
の
あ
り
方
に
役
割
を
果
た

す
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
と
っ
て
の
重
要
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
反
面
、
ア
ク
タ
ー
間
の
事
前
の
合
意
形
成
は
、
政
策
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決
定
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
は
、
政
策
帰
結
に
実
効
性
を
と
も
な
わ
な

い
制
度
的
欠
陥
が
み
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
住
民
や
地
方
議
会
と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー
が
都
市

計
画
政
策
過
程
に
お
い
て
監
視
機
能
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
な
制
度
構
築
こ
そ
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
回
復
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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」『
愛
媛
法
学
会
雑
誌
』
第
一
一
巻
第
一
号
、
三

五
〜
五
七
頁
。

北
原
鉄
也
（
一
九
八
七
）「
都
市
計
画
分
析
の
枠
組
：
予
備
的
考
察
」『
公
務
員
制
度
の
動
向
』
日
本
行
政
学
会
編
、
年
報
行
政
研
究
二
二
、
二
三
五
〜

二
六
七
頁
。

北
原
鉄
也
（
一
九
九
四
）「
現
代
日
本
の
都
市
計
画
過
程
に
関
す
る
行
動
分
析
」『
愛
媛
法
学
会
雑
誌
』
第
二
〇
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
一
一
一
〜
一
四

七
頁
。

北
原
鉄
也
（
一
九
九
八
）『
現
代
日
本
の
都
市
計
画
』
成
文
堂
。

北
原
鉄
也
（
二
〇
〇
五
）「
地
方
分
権
改
革
下
の
都
市
計
画
：
自
治
的
管
理
型
と
積
極
的
市
場
型
」『
ノ
モ
ス
』
一
七
号
、
二
五
〜
五
二
頁
。

Knoke, D.

（1982

）. The spread of m
unicipal reform

: tem
poral, spatial, and social dynam

ics. A
m
erican Journal of Sociology, 87, 

1314 -1339.

小
林
良
彰
・
新
川
達
郎
・
佐
々
木
信
夫
・
桑
原
英
明
（
一
九
八
七
）『
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
み
る
地
方
政
府
の
現
実
：
政
策
決
定
の
主
役
た
ち
』
学
陽

書
房
。

国
土
交
通
省
編
（
二
〇
一
一
）『
都
市
計
画
年
報
』
平
成
二
二
年
度
版
。

小
松
茂
久
（
二
〇
〇
六
）『
ア
メ
リ
カ
都
市
教
育
政
治
の
研
究
：
二
〇
世
紀
に
お
け
る
シ
カ
ゴ
の
教
育
統
治
改
革
』
人
文
書
院
。

松
本
智
史
・
越
澤
明
（
二
〇
〇
六
）「
都
市
計
画
提
案
制
度
の
運
用
と
活
用
に
関
す
る
研
究
」『
日
本
建
築
学
会
技
術
報
告
集
』
二
三
巻
、
三
五
九
〜
三

六
三
頁
。

宮
川
公
男
・
山
本
清
編
著
（
二
〇
〇
二
）『
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
：
改
革
と
戦
略
』
日
本
経
済
評
論
社
。

M
ossberger, K., &

 Stoker, G.

（2001

）. The evolution of urban regim
e theory: The challenge of conceptualization. U

rban A
ffairs Re-

view, 36

（6

）, 810 -835.

中
邨
章
（
二
〇
〇
四
）「
行
政
、
行
政
学
と
『
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
の
三
形
態
」『
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
と
行
政
学
』
日
本
行
政
学
会
編
、
年
報
行
政
研
究
三
九
号
、

二
〜
二
五
頁
。

中
西
啓
之
（
一
九
九
七
）『
日
本
の
地
方
自
治
：
理
論
・
歴
史
・
政
策
』
自
治
体
研
究
社
。

新
川
達
郎
（
二
〇
一
一
）『
公
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
動
態
研
究
：
政
府
の
作
動
様
式
の
変
容
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

N
ordhaus, W

. D.

（1975

）. The political business cycle: An em
pirical test. Review of Econom

ic Studies, 42, 169 -190.
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大
山
耕
輔
（
二
〇
〇
二
）『
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
行
政
学
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
。

大
山
耕
輔
（
二
〇
一
〇
）『
公
共
ガ
バ
ナ
ン
ス
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

Peterson, P. E.

（1981

）. City lim
its. Chicago, IL: U

niversity of Chicago Press.
Pierre, J. （2005

）. Com
parative urban governance: U

ncovering com
plex causalities. U

rban A
ffairs Review, 40

（4

）, 446 -462.
Pierre, J., &

 Peters, B. G. （2000

）. G
overnance, politics and the state. Basingstoke: M

acm
illan.

Reed, S. （1986

）. Japanese prefectures and policym
aking. Pittsburgh, PA: U

niversity of Pittsburgh Press.

梁
起
豪
（
一
九
九
一
）「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
影
響
力
の
計
量
分
析
」『
政
治
過
程
の
計
量
分
析
』
小
林
良
彰
編
、
芦
書
房
。

曽
我
謙
悟
（
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
〇
）「
ア
ー
バ
ン
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
比
較
分
析
：
英
・
仏
・
日
の
都
市
空
間
管
理
を
中
心
に
（
一
）
〜
（
六
・
完
）」

『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
一
一
巻
（
七
・
八
号
）、
一
〜
七
五
頁
・
一
一
二
巻
（
一
・
二
号
）、
六
一
〜
一
五
〇
頁
・
一
一
二
巻
（
五
・
六
号
）、
三
五
〜

一
一
二
頁
・
一
一
二
巻
（
九
・
一
〇
号
）、
一
〜
八
五
頁
・
一
一
三
巻
（
一
・
二
号
）、
三
四
〜
九
八
頁
・
一
一
三
巻
（
三
・
四
号
）、
一
〜
六
八
頁
。

曽
我
謙
悟
（
二
〇
〇
五
）「
都
市
計
画
と
制
度
・
経
済
・
政
治
：
都
道
府
県
デ
ー
タ
の
計
量
分
析
」『
ノ
モ
ス
』
一
七
号
、
五
三
〜
六
八
頁
。

曽
我
謙
悟
・
待
鳥
聡
史
（
二
〇
〇
七
）『
日
本
の
地
方
政
治
：
二
元
代
表
制
政
府
の
政
策
選
択
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

総
務
省
「
地
方
公
共
団
体
の
区
分
」http://w

w
w.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.htm

l

、

　（
参
照
・
二
〇
一
二
年
三
月
三
一
日
）。

曽
根
泰
教
（
二
〇
〇
八
）『
日
本
ガ
バ
ナ
ン
ス
：「
改
革
」
と
「
先
送
り
」
の
政
治
と
経
済
』
東
信
堂
。

Stone, C. N. （1989

）. Regim
e politics: G

overning A
tlanta, 1946 -1988. Law

rence, KS: U
niversity Press of Kansas.

吉
川
富
夫
（
二
〇
〇
〇
）「
都
市
計
画
の
評
価
」『
都
市
計
画
の
挑
戦
：
新
し
い
公
共
性
を
求
め
て
』
蓑
原
敬
編
、
学
芸
出
版
社
、
一
一
五
〜
一
四
四
頁
。

（
1
）  

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
の
定
義
自
体
、
論
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
く
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
模
索
中
の
概
念
で
あ
り
（
宮

川
・
山
本
、
二
〇
〇
二
、
一
〇
頁
）、「
百
家
争
鳴
、
百
花
繚
乱
」
で
汎
用
性
の
あ
る
概
念
と
は
な
り
得
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
中
邨
、
二

〇
〇
四
）。Pierre and Peters

（2000

）
に
お
い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
国
家
の
能
力
と
国
家
・
社
会
間
関
係
に
つ
い
て
の
新
し
い
考
え
方
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
政
府
に
よ
る
統
治
（
ガ
バ
メ
ン
ト
）
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
含
む
よ
り
広
範
な
統
治
の
あ
り
方

を
指
す
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
大
山
、
二
〇
〇
二
、
四
頁
）
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
大
山
（
二
〇
一
〇
）、
曽
根
（
二
〇
〇
八
）
に

よ
れ
ば
、
公
共
政
策
研
究
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、「
政
府
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
な
組
織
に
お
い
て
、
重
要
な
決
定
や
舵
取
り
を
行
い
、
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そ
れ
を
監
視
す
る
枠
組
み
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
文
に
い
う
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
の
定
義
に
則

る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）  

具
体
的
に
は
、
①
国
土
形
成
計
画
（
国
土
形
成
計
画
法
な
ど
に
よ
る
規
定
）、
②
国
土
利
用
計
画
お
よ
び
土
地
利
用
基
本
計
画
（
国
土
利
用
計

画
法
に
よ
る
規
定
）、
③
首
都
圏
整
備
計
画
等
の
圏
域
別
・
地
方
別
の
広
域
計
画
（
首
都
圏
整
備
法
な
ど
に
よ
る
規
定
）、
④
都
道
府
県
総
合
開
発

計
画
、
都
道
府
県
長
期
構
想
等
（
地
方
自
治
法
に
よ
る
規
定
）、
⑤
河
川
、
鉄
道
、
港
湾
、
空
港
等
の
施
設
に
か
ん
す
る
国
の
計
画
（
各
個
別
法

に
よ
る
規
定
）
の
五
種
類
を
指
す
。

（
3
）  

一
般
的
に
そ
の
計
画
内
容
は
、
空
間
的
計
画
像
を
と
も
な
わ
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
の
点
に
お
い
て
都
市
基
本
計
画
と
性
格
や
役
割
を
異
に
し

て
い
る
。

（
4
）  

都
市
基
本
構
想
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た
各
種
の
基
本
計
画
や
実
施
計
画
を
ま
と
め
た
も
の
を
指
し
、
各
首
長
の
施
策
を
表
す
も
の
と
し
て

「
○
○
総
合
計
画
」
な
ど
の
よ
う
に
政
策
の
理
念
を
表
す
固
有
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
（
川
上
、
二
〇
〇
八
、
一
八
頁
）。
な
お
、

総
合
計
画
の
基
本
部
分
で
あ
る
基
本
構
想
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
地
方
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
旧
地
方
自

治
法
第
二
条
第
四
項
）。
し
か
し
、
国
の
地
域
主
権
改
革
の
も
と
、
二
〇
一
一
年
五
月
二
日
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
基
本
構
想
の
法
的
な

策
定
義
務
が
な
く
な
り
、
策
定
お
よ
び
議
会
の
議
決
を
経
る
か
否
か
は
、
市
町
村
の
独
自
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
5
）  

都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）  

都
市
計
画
法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）  

具
体
的
に
は
、
①
都
市
計
画
の
目
標
、
②
区
域
区
分
の
有
無
と
方
針
、
区
域
区
分
を
お
こ
な
う
場
合
の
市
街
化
区
域
の
規
模
、
③
土
地
利
用
に

か
ん
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
（
主
要
用
途
の
配
置
、
建
築
物
の
密
度
の
構
成
、
住
宅
建
設
、
特
定
地
区
の
土
地
利
用
、
緑
地
、
風

致
の
維
持
、
農
地
と
の
調
和
、
災
害
防
止
、
自
然
環
境
の
保
全
な
ど
）、
④
都
市
施
設
の
整
備
に
か
ん
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針

（
交
通
施
設
、
下
水
道
、
河
川
、
ご
み
焼
却
場
な
ど
）、
⑤
市
街
地
開
発
事
業
に
か
ん
す
る
主
要
な
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
、
⑥
自
然
環
境
の
整

備
ま
た
は
保
全
に
か
ん
す
る
都
市
計
画
の
決
定
の
方
針
（
環
境
保
全
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
防
災
、
景
観
構
成
な
ど
）
の
六
項
目
に
つ
い
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）  

そ
の
内
容
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
例
示
列
挙
で
は
あ
る
が
、
①
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
や
都
市
計
画
の
目
標
、
②
全
体
構
想
（
目
標
と
す
る

都
市
像
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
主
要
課
題
、
整
備
方
針
な
ど
）、
③
地
域
別
構
想
（
理
想
と
す
る
市
街
地
像
等
の
地
域
像
、
実
施
施
策
な
ど
）
の

よ
う
な
項
目
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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（
9
）  

加
藤
・
竹
内
（
二
〇
〇
四
）
で
は
、
中
部
地
方
七
県
下
の
市
町
村
に
お
け
る
策
定
作
業
と
決
定
手
続
と
の
実
態
（
二
〇
〇
一
年
時
点
）
が
示
さ

れ
て
い
る
（
一
〇
五
頁
）。
さ
ら
に
、
川
上
（
一
九
九
九
）
で
は
、
独
自
の
全
国
調
査
に
基
づ
い
た
全
国
の
市
町
村
（
都
市
計
画
区
域
を
有
す
る

一
九
九
九
市
区
町
村
）
に
お
け
る
第
一
次
の
策
定
状
況
（
一
九
九
八
年
時
点
）
が
示
さ
れ
て
い
る
（
一
三
五
頁
）。

（
10
）  
川
上
（
一
九
九
九
）
で
は
、
全
国
的
な
サ
ー
ベ
イ
調
査
を
も
と
に
都
道
府
県
の
役
割
意
識
と
市
町
村
の
希
望
す
る
支
援
内
容
と
の
相
異
が
指
摘

さ
れ
、
地
方
分
権
後
の
都
市
基
本
計
画
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
展
望
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
方
分
権
化
に
と
も
な
う
都
市
計
画
担
当
行

政
職
員
の
意
識
に
関
す
る
サ
ー
ベ
イ
調
査
と
し
て
は
、
北
原
（
二
〇
〇
五
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
11
）  

原
科
（
二
〇
〇
五
）
で
は
、「
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
筆
者
注:

本
論
文
に
い
う
「
都
市
基
本
計
画
」
の
こ
と
を
指
す
。）
は
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ

ア
に
関
す
る
基
本
施
策
が
中
心
だ
が
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
そ
し
て
、
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ア
に
か
か
わ
る
も
の
も
含
む
施
策
の
体
系
で
あ
る
」（
二
二

頁
）
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
と
同
義
の
環
境
計
画
の
観
点
か
ら
、
都
市
基
本
計
画
の
有
用
性
が
示
さ
れ
て
い

る
。

（
12
）  

市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
即
す
る
も
の
、
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
逆
と
し
て
都
市
計
画
区
域
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
が
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
反
映
す
る
こ
と
も
同
時
に
も
と
め
ら
れ
て
お
り
、
法
改
正
を
と
も
な
う
策
定
の
義
務
づ
け
に
か
ん
し

て
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
ほ
う
が
八
年
も
先
行
し
て
い
る
実
情
を
鑑
み
る
と
、
少
な
く
と
も
双
方
の
計
画
内
容
が
整
合
し
て
い
て
矛
盾
の
な

い
こ
と
が
条
件
と
な
り
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
あ
い
だ
で
意
見
聴
取
や
案
の
申
し
出
な
ど
の
手
続
を
通
じ
て
調
整
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
て
く
る
（
加
藤
・
竹
内
、
二
〇
〇
四
、
一
〇
二
頁
）。
な
お
、
本
論
文
は
、
市
レ
ベ
ル
の
地
域
住
民
に
よ
る
参
加
行
動
を
主
た
る
関
心
と

す
る
こ
と
か
ら
、
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
な
く
、
市
町
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
実
効
性
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
13
）  

吉
川
（
二
〇
〇
〇
）
で
は
、
都
市
計
画
に
お
け
る
行
政
評
価
の
果
た
す
役
割
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
行
政
経
営
論
（
具
体
的
に
は
、「
新
公
共

経
営
（N

PM
: N
ew
 Public M

anagem
ent

）
論
」）
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
と
類
似
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）  

無
秩
序
な
開
発
行
為
を
抑
制
し
て
計
画
的
な
市
街
地
を
形
成
す
る
目
的
か
ら
、
都
市
計
画
区
域
内
を
、
市
街
化
を
図
る
べ
き
「
市
街
化
区
域
」

と
開
発
行
為
を
抑
制
す
べ
き
「
市
街
化
調
整
区
域
」
と
に
区
分
け
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
15
）  

北
原
（
一
九
九
八
）
で
は
、
都
市
計
画
行
政
の
担
い
手
の
政
策
選
好
に
つ
き
、
サ
ー
ベ
イ
・
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

中
央
政
府
、
地
方
政
府
を
問
わ
ず
、
都
市
計
画
担
当
行
政
職
員
は
市
場
へ
の
介
入
を
好
む
と
い
う
共
通
点
を
有
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）  

な
お
、
北
原
（
一
九
九
八
）
以
外
に
も
、
北
原
（
一
九
八
四
）、
北
原
（
一
九
八
七
）、
北
原
（
一
九
九
四
）、
そ
し
て
北
原
（
二
〇
〇
五
）
な

ど
が
参
考
と
な
る
。
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（
17
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
曽
我
（
一
九
九
八
〜
二
〇
〇
〇
）
も
参
考
と
な
る
。

（
18
）  

本
論
文
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
の
参
加
に
よ
る
都
市
計
画
の
策
定
を
分
析
対
象
と
す
る
た
め
、「
都
市
計
画
法
第
二
一
条
の
二
に
基
づ
く
都

市
計
画
提
案
制
度
」
に
専
ら
着
眼
す
る
。
な
お
、
都
市
計
画
提
案
制
度
に
は
、「
都
市
再
生
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
」
を
提
案
主
体
と
し
た

「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
三
七
条
に
基
づ
く
都
市
計
画
提
案
制
度
」
が
同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
以
上
の
理
由
か
ら
分
析
の
対

象
と
し
な
い
。

（
19
）  
提
案
対
象
都
市
計
画
と
し
て
は
、「
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
」、「
都
市
再
開
発
方
針
等
（
都
市
再
開
発
方
針
、
住
宅

市
街
地
の
開
発
整
備
の
方
針
、
防
災
再
開
発
の
方
針
）」、
そ
し
て
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
除
く
す
べ
て
の
都
市
計
画
と
さ
れ
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
既
存
の
地
区
計
画
お
よ
び
用
途
地
域
の
変
更
や
新
規
策
定
が
大
方
を
占
め
て
い
る
。

（
20
）  

提
案
の
採
否
を
判
断
す
る
主
体
は
、
都
道
府
県
お
よ
び
市
町
村
で
あ
る
。
行
政
は
、
遅
滞
な
く
決
定
等
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断

し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
都
市
計
画
の
決
定
ま
た
は
変
更
を
す
る
必
要
が
な
い
と

判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
、
提
案
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

（
21
）  

国
勢
調
査
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。

（
22
）  

割
合
が
大
き
い
ほ
ど
、
財
政
の
逼
迫
度
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
23
）  

当
初
の
分
析
に
お
い
て
は
、
政
治
状
況
を
表
す
変
数
に
「
市
長
前
職
」
お
よ
び
「
市
長
選
挙
年
」
を
投
入
し
た
が
、
多
重
共
線
性
の
可
能
性
に

よ
り
、
統
計
モ
デ
ル
か
ら
こ
れ
ら
を
除
外
し
た
。

（
24
）  

同
様
の
定
式
化
の
方
法
を
用
い
た
イ
ベ
ン
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
分
析
の
一
例
と
し
て
、
古
川
・
森
川
（
二
〇
〇
六
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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加
納
　
知
行
（
か
の
う
　
と
も
ゆ
き
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
日
本
公
共
政
策
学
会
、
日
本
行
政
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
行
政
学
（
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
、
公
共
政
策
論
）

　
主
要
著
作
　
　 「
現
代
日
本
の
都
市
計
画
行
政
に
お
け
る
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第

八
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）


